
 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動スタートチャレンジ参加者を募集します 

メタボリックシンドロームをはじめとした疾病予防のため、運動習慣を身に付けるきっかけとなるよう町内3

カ所の運動関連施設で利用できる助成券を交付します。 

◆内　　容:助成券600円×10枚発行(利用期間は発行から半年間) 

◆対象施設:木曽町温水プール及びトレーニングジム 

　　　　　 フィジカル＆メンタルヘルスケア彩里　 

おんたけウェルネスラボ 

◆対 象 者:①町内に住所を有し、過去に本制度を利用していない方 

　　　　　②2025年受診の健康診断の結果(コピー)を提出し、保健指導を受けられる方 

　　　　　③終了後アンケート調査にご協力いただける方 

　◆応募締切:12月26日(金)  

◆定　　員:先着10名 

◆そ の 他:詳細は申込者に通知します。 
 

【お問合せ・お申込み先】　保健福祉課　保健係　☎:22-4035 
 
―――― ☆ ――― ☆――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――― 
 

スクールバス運転手【会計年度任用職員】を募集します 

令和8年度から中学校統合に伴い登下校送迎を行うスクールバス運転手(会計年度任用職員)を 

下記のとおり募集しています。 

◆職　　種:スクールバス運転手(10人乗り車両) 

◆就業場所:開田地区から木曽町中学校への送迎 

◆仕事内容:登下校送迎。必要に応じて校外活動等の送迎もあります。 

◆雇用形態:パート労働者 

◆雇用期間:令和8年4月1日～令和9年3月31日(条件付きで更新あり) 

◆年　　齢:不問 

◆必要な免許:普通免許 

◆基 本 給:時給　1,373円(令和7年度現在) 

◆通勤手当:片道2km以上から支給 

◆就業日数・時間:週5日　6:00～8:30＋14:30～18:00の6時間を予定 

(14:30～18:00については、下校時間等によって勤務時間が短くなる可能性があります。) 

◆休 日 等:土日、祝日、その他(夏休み等長期休暇)　※但し学校行事によって振替有 

◆採用人数:1人 

◆選考方法:面接 

◆応募書類:履歴書(写真貼付)、ハローワーク紹介状 

◆応募方法:書類選考ではありませんが、事前に応募書類の提出をお願いします。 

◆提 出 先:木曽町教育委員会　子育て教育課　学校教育係 
 

【お問合せ先】　子育て教育課　学校教育係　☎:23-2000 

 ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―― 募集のお知らせ ― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――

 木 曽 町 役 場 木曽町福島2326番地6 22-3000(代)

 日 義 支 所 木曽町日義1602番地 26-2301(代)

 開 田 支 所 木曽町開田高原西野623番地1 42-3331(代)

 三 岳 支 所 木曽町三岳6311番地 46-2001(代)
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『こころとからだの健康相談』を開催します 

よく眠れない、なんとなくからだの調子が悪い等、些細なことでもご相談ください。 

ご家族についての相談も受け付けています。 

◆日　　時:12月17日(水) 9:30～11:00  

◆場　　所:役場本庁　相談室 

◆対　　象:木曽町にお住まいの方 

◆申込締切:12月16日(火)　※完全予約制 
 

 【お問合せ・お申込み先】　保健福祉課　保健係　☎:22-4035 
―――― ☆ ――― ☆――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――― 

木曽の郷土食を学び見つめ直そう　郷土菓子「からすみ」講習会を開催します 

木曽地域に昔から伝わる郷土菓子「からすみ」を楽しく学びながら手づくりする講習会です。 

木曽の郷土食名人から木曽に息づく食文化の背景や材料のお話も交えつつ、はじめての方でも気軽に体験でき

ます。懐かしくて新しい“木曽のおやつ”を、一緒に作って味わってみませんか。 

◆日　　時:令和8年1月14日(水) 10:00〜13:00  

◆場　　所:木曽町文化交流センター 2階 調理室 

◆応募方法:電話 又は 二次元コードからお申込みください。※要事前申込 

　◆応募締切:令和8年1月9日(金) 

◆参 加 費:会員1,000円、非会員1,500円(町民) 2,000円(町外)(食材及び昼食代として) 

◆持 ち 物:エプロン、三角巾 又は 手ぬぐい、筆記用具 
 

 【お問合せ・お申込み先】　スローフード木曽事務局(建設農林課　農政係)　☎:22-4286 
―――― ☆ ――― ☆――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――― 

心と身体のストレッチ運動体験を開催します 

総合トレーニングセンターのストレッチマシンを使って、無理なくその人に合った可動域で柔軟性を高めます。

1回のみの参加も可能です。冬の寒さで縮こまった全身をほぐし、スッキリしましょう。 

◆日　　時:令和8年1月15日(木)、1月24日(土)、1月29日(木)、2月7日(土)　10:00～11:00 

◆場　　所:総合トレーニングセンター 

◆対 象 者:概ね20歳から70歳の方 

◆講　　師:ウェルネスラボ(運動療法士) 

◆申込方法:電話または申込みフォーム　※申込み多数の場合は新規申込み者を優先とします。 

◆申込締切:令和8年1月9日(金) 

◆持 ち 物:上履き、飲み物、タオル 
 

【お問合せ・お申込み先】　保健福祉課　保健係　☎:22-4035 
―――― ☆ ――― ☆――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――― 

『信州子ども食堂INきそまち』を開催します 

信州子ども食堂INきそまちを開催します。 

併せて、家庭で消費しきれない食材を持ち寄り、必要な方が持ち帰る取り組み「フードシェア」を行います。 

◆日　　時:12月20日(土)　11:30～  

◆場　　所:木曽町文化交流センター 

◆参 加 費: <子ども> 無料　<大人> 200円 

◆そ の 他:・当日は2階 調理室で9:00から調理を行います。ご協力いただける方はご参加ください。 

・フードシェアについて、提供いただける方は、お家で消費しきれない食材(消費期限が1か月 

以上あるもの)をお持ちください。持ち帰られる方は、エコバッグなど持ち帰り用の袋の持参 

をお願いします。 
 
【お問合せ・お申込み先】　信州子ども食堂INきそまち 担当:甲斐　☎:090-4461-4826 

 

 ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―― 開催のお知らせ ― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――

お申込みはこちら

お申込みはこちら



「スマートフォン等による確定申告」説明会を開催します 

木曽税務署では、確定申告は、スマートフォン(以下スマホ)とマイナンバーカードを使用して、ご自宅から

e-Taxによる申告をお願いしております。 

スマホとマイナンバーカードを使用した確定申告の仕方などについての説明会を開催いたしますので、是非と

もご参加ください。 

◆日　　時:令和 8年 1月28日(水)午前午後それぞれ１回　①10時から12時　　②14時から16時 

◆場　　所:木曽町文化交流センター　2階大会議室 

◆対　　象:給与・年金収入の方で、源泉徴収税額があり、生命保険料等控除や医療費控除などにより 

所得税の還付が見込まれる方。 

◆申込締切:令和8年1月23日(金)　15:00まで 

※事前予約制です。下記お問合せ先まで、電話でお申し込みください。 

◆定　　員:各回30名 

◆持 ち 物:①スマホ(マイナンバーカード読み取り機能を有するもの) 

　　　　　 ②参加されるご本人のマイナンバーカード 

　　　　　 ③マイナンバーカードの暗証番号　2種類 

　　　　　　　1.署名用電子証明書(英数字6～16桁) 

　　　　　　　2.利用者証明用電子証明書(数字4桁) 

　　　　　 ④令和7年分の源泉徴収票(給与、公的年金収入のある方) 

　　　　　 ⑤令和7年分の社会保険料、生命保険料、年間残高証明書(住宅借入金)、 

寄付金控除証明書等の控除対象金額のわかるもの 

　　　　　 ⑥作成済みの医療費控除の明細書(医療費控除を受ける場合) 

　　　　　 ⑦e-Taxの利用者識別番号のわかるもの(取得したことがある方) 

　　　　　 ⑧筆記用具 

　　　　　　 ※④～⑦がない方へは配布資料にて入力方法の説明をします。 

　　　　　　 ※申告前までの説明会です。確定申告は後日ご自身でお願いします。 
 

【お問合せ先】　木曽税務署　調査部門　記帳指導担当　☎:0264-22-2024　 

※電話をすると自動音声案内が流れますので、「2」をお選びください。 

償却資産(固定資産税)の申告について 

法人や個人で工場・商店・宿泊業・農業等を営んでいる方、アパートや駐車場等の貸付事業をしている方等が、

その事業のために用いている機械や器具、備品等の資産を償却資産といいます。償却資産は土地や家屋と同じよ

うに固定資産税の課税対象となります。 

資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在のその内容を1月31日までに申告するよう定められています。申告が

必要な方は期限内にご申告ください。 

◆提 出 先:役場本庁 税務会計課税務係 又は 各支所窓口 

◆そ の 他:・申告書は、12月中旬の発送を予定しています。 

　　　　　 ・新規事業者、申告書が届かない等不明な点については、下記までお問い合わせください。 
 

【お問合せ先】　税務会計課 税務係　☎:22-4282 
―――― ☆ ――― ☆――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――― 

「残さず食べよう！30・10運動」って知っていますか？ 

楽しかった宴会が終わりに近づいたころ、ふとテーブルを見るとたくさんの料理が残ってい

る！こんな経験はありませんか？宴会ではたくさんの料理が残ってしまいがちです。もったい

ないですよね。 

「30・10運動」とは松本市発祥で、食べ残しを減らすために「乾杯後の30分間」と「お開き

前の10分間」は自分の席で料理を楽しむという取組です。「食べきり」で気持ちのよい宴会

にしましょう！ 
 

【お問合せ先】　長野県庁　環境部資源循環推進課　☎:026-235-7181 

 ─── ☆ ─── ☆ ――― ☆ ――― ☆ ― その他のお知らせ ─ ☆ ─── ☆ ─── ☆ ─── ☆ ───

詳しくはこちら
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冬山遭難にご注意を！ 

県内の山は、厳しい雪山の様相となり、本格的な冬山シーズンを迎えます。 

昨年の雪山シーズン中、県下では60件の山岳遭難が発生し、死者13人を含む70人が遭難しました。 

冬山は、厳しい自然条件下での登山となることが多いため、登山をされる方は次の点に注意して、安全な登山

を心掛けてください。                                                             
・余裕のある登山計画　・登山計画書の届出と共有 

・気象情報の確認　・雪崩ビーコン等の携行 

◆山岳情報(長野県警察公式ホームページ): 

　https://www.pref.nagano.lg.jp/police/sangaku/index.html 

長野県警察山岳遭難救助隊公式Ｘ(@NAGANO_P_M_R) 

https://x.com/nagano_p_m_r 
 

【お問合せ先】　長野県警察本部　地域部山岳安全対策課　☎:026-233-0110(代表)  
 
―――― ☆ ――― ☆――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――― 
 

【信州「学び」応援寄付金】「信州の特色ある学び」への寄付を募集しています！ 

信州の豊かな自然環境の中で遊び、学びながら生き抜く力を育む「信州自然留学(山村留学)」や「信州やまほ

いく」、一人ひとりの個性や特性に応じた学びの場である「フリースクール」など、子どもたちの個性を大切に

し、さらに伸ばす学びの取組が県内各地で行われています。 

長野県と(公財)長野県みらい基金では、このような取組を「信州の特色ある学び」と称し、寄付募集サイト「長

野県みらいベース」を活用して寄付集めに取り組む団体を支援することで、子どもたちが主体的に学び続けられ

る環境づくりを進めています。子どもたちの「学びたい」を叶えるため、みなさんも寄付で応援してみませんか。 

なお、「信州の特色ある学び」への寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。 

◆寄付募集団体:信州自然留学(山村留学)、フリースクールなど「信州の特色ある学び」に取り組む団体 

　　　　　　　　※事業全体を指定した寄付もできます。 

◆募集期間:令和8年１月31日(土)まで 

　◆そ の 他:寄付の方法や詳しい取組内容などについては、公共的活動応援サイト 

「長野県みらいベース」特設ページをご覧ください。 

　https://www.mirai-kikin.or.jp/tokushokuaru-manabi/ 
 

【お問合せ先】　(公財)長野県みらい基金 松本事務所　☎:0263-50-5535 

　　　　　　　　県庁　県民文化部県民の学び支援課県庁　☎:026-235-7056 
 
―――― ☆ ――― ☆――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――― 
 

【長野県立美術館】「北島敬三写真展　借りた場所、借りた時間」を開催します 

長野県須坂市出身の写真家・北島敬三(1954–)。 

本展では、キャリア初期の「東京」「沖縄」「ニューヨーク」「東欧」「ソ連」などのスナップショットから、

近年の連作〈PORTRAITS〉〈UNTITLED RECORDS〉までを網羅するとともに、北島が運営に参加するギャラリーでの

活動や、重要な作品発表の場として機能した雑誌などの関連資料も取り上げながら、50年にわたる写真家の実践

をご紹介します。 

◆日　　時:令和8年1月18日(日)まで　※水曜日、年末年始(12/28-1/3)休館 

◆場　　所:長野県立美術館　展示室１・２・３ 

◆観 覧 料:一般1,000円、大学生※及び75歳以上800円、高校生以下又は18歳未満　無料 

　　　　　 ※県内に所在する大学等の学生は無料(詳細はホームページをご覧ください。) 

◆そ の 他:展覧会の詳細などは、長野県立美術館のホームページをご覧ください。 

https://nagano.art.museum/exhibition/keizo-kitajima-borrowed-place-borrowed-time 
 

【お問合せ先】　長野県立美術館　☎:026-232-0052


